
１．完了実績報告書の提出スケジュール概要

令和7年
２月３日

 補助対象期間 (1)車 両 ：令和７年２月３日から令和８年１月30日までの間に新車新規登録（新車新規検査）を受けた車両

(2)充電設備：交付決定日以後に発注、契約し、令和8年1月30日までに設置・完了済の充電設備

● 交付申請受付期間 ：令和７年３月31日から令和8年１月30日まで

● 完了実績報告期限 ：①補助事業が完了したその日から起算して３０日を経過した日 例：1月25日に完了した場合

②補助事業が完了した日の属する年度の令和８年２月13日 ×2月24日 or 〇2月13日

補助対象期間

令和8年
１月30日

令和８年
２月13日

交付申請受付期間

令和7年
３月31日

完了実績報告
※「車両の補助事業完了した日」とは、新車新規登録(新車新規検査)された日(交付申請時に補助対象車を購入済みであった場合は、交
付規程第１１条第１項の規程による交付決定を行った日から起算して30日を経過した日。または令和8年2月13日のいずれか早い日まで)

令和7年度事業：完了実績報告書の提出について（令和６年度補正予算：単年度事業※） ご案内資料

公募開始

(1)車両

補助事業完了 完了実績報告
書期限

補助対象期間

交付申請受付期間

完了実績報告
※「充電設備の補助事業完了した日」とは、交付決定後に発注・設置・完成し、検収された日

(2)充電
  設備

①又は②の何れか早い日

２．完了実績報告書のスケジュール表

※複数年度事業については、別に定めます。
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